
45 広報やまと 2024.2.1 広報やまと 2024.2.1問い合わせは各課のホームページ「組織の紹介」からも受け付けています。
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市
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収
納
率
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０
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市税の納付 Q＆ A
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し

　市税の納付について相談を受け付けています。失職や病気などの事情に
より期限内納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。土・日曜日も
開設しています。
開設時間▶月～土曜日：午前8時30分～午後5時、日曜日：午前8時30分～

午後0時30分（12月29日～1月3日と月～金曜日の祝日・振替休日を除
く。平日夜間に電話相談を受け付ける場合もあります）
ところ▶市役所収納課（電話相談も可）。

※介護保険料は介護保険課、後期高齢者医療保険料は保険年金課で受け付け。

市営住宅使用料（駐車場使用料含む） 2月10日（土）
（必着）

固定資産税（償却資産を含む）・都市計画税、
軽自動車税（種別割・全期）

3月10日（日）
（必着）

市・県民税（特別徴収分、法人市民税を除
く）、国民健康保険税、介護保険料※

4月10日（水）
（必着）

下水道事業受益者負担金、
後期高齢者医療保険料※

5月10日（金）
（必着）

納付書を紛失してしまったときは
どうするの？

A  再発行しますので、市のホームペー
ジから電子申請または収納課へお問
い合わせください。

市外に引っ越したり、自宅
などを売ったりした後も大
和市に納付をするの？

A  市・県民税は各年1月1日現
在の住所地（生活の本拠地）で
課税されます。固定資産税は
各年1月1日現在の所有者に
課税されます。そのため、今
年1月2日以降に引っ越した
り、自宅を売却した場合でも、
令和6年度分の市・県民税や
固定資産税は大和市に納付す
る必要があります。

納付期限を過ぎて納付をした後に、
督促状が届いたときはどうするの？

A  金融機関やコンビニエンスストアなどでの納付
確認に日数がかかるため、納付後に督促状が届
く場合があります。督促状の内容が領収書と同
じ場合は行き違いですので、ご容赦ください。

口座振替の申込期限
令和6年度第1期（市営住宅使用料は4月分）から設定する場合

特 集 3

納税が困難なときは早めに納税相談を


